
食品中の放射性物質への対応について 
 



■ 食品中の放射性物質への対応の流れ         

原子力安全委員会の示した指標値を暫定規制値として対応(23年3月17日～24年３月31日) 

厚生労働省薬事・食品衛生審議会などでの議論を踏まえ、基準値を設定(24年４月1日～) 

■食品中の放射性物質に関する基準値の設定 

■食品中の放射性物質に関する検査 
17都県を中心に地方自治体において、検査計画に基づく検査を開始(23年3月18日～) 

■超過食品の回収、廃棄 
食品衛生法に基づき、基準を超えた食品については、同一ロットの食品を回収、廃棄 

 

■食品の出荷制限 
原子力災害対策特別措置法に基づき、基準を超えた地点の広がり等を踏まえ、県域又は県内
の一部の区域を単位として出荷制限等を指示(23年3月21日～) 

【原子力災害対策本部】 

■食品の出荷制限等の解除 【原子力災害対策本部】 

直近の1ヶ月以内の検査結果が、1市町村当たり、3か所以上、すべて基準値以下 など 

検査実施状況： ２３年３月１８日 ～２４年３月３１日 137,037件、うち暫定規制値超過 1,204件（0.88％） 

 24年４月 １ 日 ～２5年1月31日 228,703件、うち基準値超過 2,115件（0.92％） 
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○ 暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的
に評価され、安全は確保されていたが、 

  より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、暫定規制値で
許容していた年間線量５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに
基づく基準値に引き下げた。 

  

■ 食品の基準値の設定について 

○放射性セシウムの暫定規制値※１ 

食品群 規制値 

飲料水 ２００ 

(単位：ベクレル/kg) 

牛乳・乳製品 ２００ 

野菜類 

５００ 穀類 

肉･卵･魚･その他 

○放射性セシウムの現行基準値※２ 

食品群 基準値 

飲料水 １０ 

牛乳 ５０ 

一般食品 １００ 

乳児用食品 ５０ 

※２ 放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定 
※１ 放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定 
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各都道府県に対し、検査計画の策定、検査の実施を通知 
(対象以外の自治体における検査の実施を含む) 

■ 食品中の放射性物質に関する検査計画（最終改正：平成24年7月12日） 

対象自治体(17都県) 
  過去の出荷指示の実績を踏まえ、2グループに分類 
 

対象品目 
・放射性セシウムの検出レベルの高い食品 
・飼養管理の影響を大きく受ける食品 
・水産物 
・出荷制限の解除後の品目 
・市場流通品 等 
 

対象区域・検査頻度  
 ⇒検出レベル・品目の生産・出荷等の実態に応じて実施 

検査計画を原子力災害対策本部において策定 

国が都道府県に対象品目、検査頻度等を示し、放射性セシウムが
高く検出される可能性のある品目等を重点的に検査 
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